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赤血球は（ a ）で生産され、組織に酸素を供給する。鉄化合物（　b　）

により赤く見える。（ c ）を持たない。

赤血球の寿命は約（ d ）日。

白血球は、顆粒球、単球、リンパ球の３つからなる。

顆粒球のうち（ a ）は細菌を防御し、（　b　）はアレルギーと関連する。

単球は肝臓や脾臓においてマクロファージとなり、異物や微生物の情報をリ

ンパ球に伝える。

リンパ球には（ c ）と（ d ）があり、異物や微生物を認識する。

白血球の寿命は約 6～ 11 日。

血小板は骨髄にある（ a ）から生産される。（ b ）に重要な役割を果

たす。

血小板の寿命は約（ c ）日。

血漿はフィブリノーゲンを主とする凝固因子と（  ）から成る。

貧血（anemia）：

診断には赤血球数、ヘモグロビン濃度、（  ）値をもとにした赤血球指数

を用いる。

（  ）とは、血液中に占める赤血球（RBC）の容積の百分率である。

（  ）= Ht × 10 / RBC　：赤血球一つが占める平均的な体積

（  ）= Hb × 10 / RBC　：赤血球一つに含まれる平均的なHb量

（  ）= Hb / Ht × 100　：赤血球の一定容量に対するヘモグロビン（Hb）

量の比をパーセントで表したもの

血管障害による出血傾向を来す代表的な疾患を 2つ挙げよ。

血小板異常による出血傾向を来す代表的な疾患を挙げよ。

抗赤血球自己抗体の有無を調べる検査を（  ）と呼ぶ。溶血性貧血の病

型鑑別に重要。
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a　骨髄　　

b　ヘモグロビン（血色素）

c　核　　　d　120

a　好中球

b　好酸球

c　T 細胞

d　B 細胞

a　巨核球

b　止血

c　10

血清（serum）

ヘマトクリット

ヘマトクリット（Ht）

MCV（平均赤血球容積）

MCH（平均赤血球ヘモグロビン量）

MCHC（平均赤血球ヘモグロビン

濃度）

シェーンライン・ヘノッホ紫斑病

オスラー病など

血小板数減少：特発性血小板減少

性紫斑病（ITP）、血栓性血小板

減少性紫斑病（TTP）など

血小板機能異常：血小板無力症など

クームス試験
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採血

遠心

血液の成分を分離 全血 白血球
血小板
（白）

血漿
（淡黄）

赤血球
この割合が
ヘマトクリット
（40％前後）
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HLA

a　爪　 b　さじ状爪（spoon nail）

c　小球性　 d　低下

e　プランマー・ヴィンソン

 　（Plummer-Vinson）

a　ビタミンB12 欠乏

b　葉酸欠乏

c　内因子

d　ハンターの舌炎

短縮

a　グルコース-6-リン酸脱水素酵素　

b　ピルビン酸キナーゼ

ヘモグロビン（Hb）

a　多く　　b　少ない

a　温式　

b　冷式

a　補体

b　摘脾

赤血球

汎血球

（  ）とはヒトの白血球の抗原の型であり、臓器移植の際の拒絶反応に関

わる。

鉄欠乏性貧血：（ a ）の非薄化 /平坦化が特徴で、これを（ b ）という。

（ c ）低色素性貧血の代表的疾患。女性に好発（約 10％）する。MCVや

MCHCは（ d ）する。

鉄欠乏貧血に嚥下困難、舌炎、口角炎を伴ったものを（ e ）症候群という。

巨赤芽球性貧血：原因は（ a ）または（ b ）である。

悪性貧血：巨赤芽球性貧血の一種。胃粘膜の萎縮による（ c ）の低下に

よりビタミンB12 が欠乏することで生じる貧血。舌乳頭萎縮による舌の痛み

や食べ物がしみるなどの症状があり、（ d ）という。

溶血性貧血：赤血球寿命の（延長・短縮）により、骨髄では赤血球造血能が

亢進するため、血液検査では網状赤血球の著増を認める。

赤血球酵素異常症：原因は赤血球内の酵素（日本人に多く見られるものは

（ a ）や（ b ））の欠乏である。

サラセミア：原因は遺伝子異常による（  ）合成異常である。地中海周

辺に多い。家族歴が重要。

鎌状赤血球障害：赤血球の鎌状化による溶血や血流閉塞が生じる。マラリア

が比較的多く発症するアフリカにはかなり見られる。黒人に（a：多く ･少

なく）日本人には（b：多い・少ない）。

自己免疫性溶血性貧血：抗体が赤血球膜に結合する至適温度により、（ a ）

または（ b ）に分類される。

発作性夜間ヘモグロビン尿症：遺伝子異常により血球全体が（ a ）によっ

て壊れやすい状況になっている。夜間睡眠中に（ a ）が活性化されると

おこる溶血により、夜間または早朝起床時に黒褐色の尿を排泄する。（ b ）

は禁忌である。

（補体活性の要因として、感染、睡眠、妊娠、手術などがある。）

後天性赤芽球ろう：（  ）系細胞のみの低形成がおこる。顆粒球、血小板

は正常。

特発性再生不良性貧血：骨髄での造血能が低下し、末梢血では（  ）減

少が見られる。
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●貧血

異物、病原菌
移植片など

HLA

カギ合致 自己 非自己カギ合わない

正常細胞

白血球
Ｏ
Ｋ

白血球
あ
や
し
い
‼
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・まだ解釈／意味づけされていない客観的な記号の羅列を（ a ）という。

・（ a ）に解釈や価値を与えて、意思決定や行動選択をうながすのは

（ b ）である。

・ （ b ）は英語で information という。inform は（ c ）という意味で

ある。

診療の質を評価する指標を、CI（Clinical Indicator）あるいは（  ）という。

各種検査の情報を（ a ）情報という。次の 4つ。

・（ b ）、細胞、臓器、個体の機能的異常

・細胞・組織病理や（ c ）等の画像

・心電図など

・（ d ）検査情報（血液、尿など）

臨床的所見を（ a ）情報という。

患者の自覚的症状である（ b ）、医師の観察に基づく（ c ）など。

医療専門職による患者の病態に対する思考、価値判断を含んだ高次の医療情

報を（ a ）情報という。

医師の思考を示す（　b　）情報、治療・看護情報（治療や看護の（　c　）、

実施記録）、予後情報など。

以下の（a）～（m）を、生体情報、症候的情報、判断的情報に分けよ。

（a）MRI 画像　（b）現症　（c）X線画像　（d）退院時要約

（e）遺伝子情報　（f）現病歴　（g）生理機能検査　（h）所見　（i）治療方針

（j）CT画像　（k）診断名　（l）患者の自覚症状　（m）治療計画

診療情報の形態的分類

・コード情報 ： 患者 IDや（ a ）、ICD-10

・数値情報 ： 身長、体重、検査値、薬の（ b ）

・音情報 ：心音、呼吸音

・テキスト情報（自然言語・概念情報） ： （ c ）、身体所見、退院時要約

・図形情報 ： 図表

・波形情報 ： （ d ）、脳波

・画像情報 ： X線写真、CT画像、3次元画像

・動画情報 ： 内視鏡、（ e ）

診療情報の特性：

・時間軸を含む（ a ）次元構造

・時間軸に沿った（ b ）構造

・欠損値が（c：多い・少ない）

・あいまい

・（ d ）形態が多岐にわたる

・情報の長さにばらつきが大きい（ e ）長

・個人情報
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a　データ

b　情報

c　 知らせる

QI（Quality Indicator）

a　生体

b　遺伝子

c　 CT

d　検体

a　症候的

b　主訴

c　所見（身体所見）

a　判断的

b　診断

c　計画

生体情報：a，c，e，g，j

症候的情報：b，f，h，l

判断的情報：d，i，k，m

a　住所

b　投与量

c　主訴

d　心電図

e　シネアンギオ、心エコー

a　3

b　時系列

c　多い

d　表現

e　可変

●情報の概念・種類・特性
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a　家族

b　診療報酬請求

a　患者本人の同意

b　経営

c　研究

一次利用：

b，d，f，h，j，k

二次利用：

a，c，e，g，i

診療録等の電子媒体による保存に

ついて

a　真正

b　見読

c　保存

d　虚偽入力

e　混同

f　 肉眼

g　書面

h　復元

a　説明

b　管理

c　結果

医療情報システムの安全管理

a　検査・画像情報提供加算

b　電子的診療情報評価料

（順不同）

診療情報の一次利用：本来の目的での利用。

・患者の診療

・患者や（ a ）への説明

・医療従事者間の情報共有

・（ b ）など診療に付随する事務など

診療情報の二次利用：直接患者に還元されない目的での利用。原則、（ a ）

が必要。

・病院の（ b ）管理

・（ c ）・教育

・公衆衛生、行政による利用など

以下の（a）～（k）を一次利用と二次利用に分けよ。

（a）研究 　（b）家族への説明 　（c）病院の経営管理統計

（d）診療報酬請求 　（e）症例報告 　（f）診療方法提供書 　（g）がん登録

（h）インフォームド・コンセント 　（i）感染症法に基づく感染症の届け出 

（j）患者紹介にともなう医療機関への診療情報提供 　（k）死亡診断書

1999 年の通知「（  ）」によって、電子カルテが可能となった。

「診療録等の電子媒体による保存について」の 3条件：

電子カルテは、「（ a ）性」「（ b ）性」「（ c ）性」の 3条件を満た

さなければならない。

（ a ）性：故意または過失による（ d ）、書換え、消去および（ e ）

の防止。作成の責任の所在の明確化。

（ b ）性：必要に応じて（ f ）で（ b ）可能な状態に容易にできる

こと。必要に応じて直ちに（ g ）に表示できること。

（ c ）性：法令に定める（ c ）期間内、（ h ）可能な状態で（ c ）

すること。

「診療録等の電子媒体による保存について」における「自己責任」とは、

（ a ）責任、（ b ）責任、（ c ）責任の 3つである。

「（  ）に関するガイドライン」はこれまでのガイドラインを統合したも

のである。

2016 年度の診療報酬改定において（ a ）や（ b ）が新設された。
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●情報化政策

●情報の一次利用・二次利用
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